
２００８年６月議会 一般質問 えんど久子（６月１１日） 

         正確な議事録は８月下旬に市議会の HP に掲載されます 

１． 同和行政について 
 
 私たち日本共産党は、全国的にも、この別府市議会でも先輩たちが不公正な

同和行政の問題をくり返し指摘し追及してきました。 
１９７９年（昭和５４年）の白石昇さん、本田行男さん初当選直後から同和

行政を毎回取り上げていますが、議事録を読み大変勉強になりました。浜田市

長も市議会議員の時代です。 
１９７７年７８年（S５２年５３年）わずか２年間で２５項目２３億２３６９

万円にのぼる同和関係予算がつぎこまれています。同和公金詐取事件は裁判に

もなり、別府市は同和資金として５３００万円をだまし取られたということで、

懲役２年の実刑判決が出ています。S５７年３月議会で本田行男さんはこう言っ

ています。「暴力を背景にした、いわゆる不公正な団体による屈服と、それを容

認した場合にどうなっていくか。行政の公正と民主主義を崩壊させて逆差別と

新差別が作り出されている。また、地方自治が利権と腐敗の巣になる。教育が

団体の支配下にさらされ荒廃がすすみ、いかなる公権力も及ばなくなる」こう

言って厳しく批判しています。このような大変ゆがんだ乱脈な同和行政が、か

つて行なわれてきたわけですが、その残された課題の解決にむけ取り組んでい

かなければならないと思います。 
 

 

① 住宅新築資金について 
【質問１】 
はじめに、住宅新築資金等貸し付け事業についてです。ある新聞記事では、

「全国で約２１万件、６７００億円が融資されたが、０６年度（平成１８年度）

末現在７７０億円の滞納がある」と報じている。 

別府市の現状、今の段階での実態を、まず明らかにしなければならない。 

１９７７年７８年（S５２年５３年）に同和対策事業で行なった住宅新築資金

と宅地取得資金貸し付けについての概要と、現在の償還状況と償還率は？ 

 

 

【答弁１】 



「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」にもとづ

き、生活環境の改善を図るため、住宅の新築等と土地の取得について必要な資

金の貸付けを目的に昭和５２年「別府市住宅新築資金貸付条例」を制定しまし

た。 

 

S５２年に新築住宅資金が２０件９０００万円 

     宅地取得資金が３０件８８８６万円 

S５３年に新築住宅資金が１２件５８００万円 

     宅地取得資金が１２件３６００万円 

         合計 ７４件２億７２８６万円の貸付を行ないました。 

 

 その償還状況は、貸付者４２人のうち５名で９件３３００万円が完納、償還

額全体は６６２０万円。 

残りの３７名６５件は、約２億６０５０万円未償還で、償還率は利息を含め

２０，２６％となっている。 

 

このような現状に対して、H１３年度監査に於いて「滞納処理に関しては法に

基づいた措置を講ずるよう」また、「住宅新築資金貸付助成事業補助金の制度

を活用し計画的な債権回収に取り組むよう」指摘を受け、H１４年度に実態調査

を行なった。 

結果、不動産の無い者が３７名、行方不明者１６名、死亡者１０名、生活保

護者２名、返済意志の希薄な者が９名で、回収が非常に困難な状況となってい

る。 

 

【質問２】 

 

償還率２０．２６％。８割がいわゆるコゲツキという状況。大変な問題。 

借りたお金は返すのがあたりまえのはずだが、２割しか返していない。利息

が５３８４万だから、６６２０万の償還ではほとんどが利息分にしかならない。

県下のほとんどの自治体は７割から９割の償還率、臼杵は１００％と聞いてい

る。中津や宇佐は件数や金額は多いが、別府は償還率の悪さは県下最低。たぶ

ん全国最低クラスではないか。 

なぜ、なのかが問題。 

不動産のないものが４２名中３７名。実態がないケースが多かったではない

か、目的にそった資金の活用がされていないのではないか、という問題で、貸

したときが問題だと思う。 



 

１４年に実態調査を行なったということだが、その実態調査の後の取り組み、

対応はどうなっているのか。最後の償還はいつなのか。 

 

【答弁２】 

実態調査後の対応はH１４年に催告書を発送しているが、居所不明などにより、

接触していない。H１４年以降の償還はありません。 

 

【質問３】 

１３年まで償還があったが、その後はない。ゼロが５年間続いている。１４

年に催告書を送って、その後は何も働きかけをしていない、ということですね。 

新年度予算に償還金の歳入として１０００円しか上げていない。 

大変難しい問題で、歴代の担当者が非常に苦労してきた問題ではあるが、こ

ういう取り組みでは、怠慢だと言わざるを得ないと思う。 

 

昭和５３年１２月９日の新聞記事を図書館で探したが・・・。「６４件３億

３０００万円詐取。同和会事件捜査終わる。豪邸住まい、高級外車、住宅資金

まで食い物」という見出しで「全日本同和会大分県連合会の組織ぐるみの同和

資金詐取事件を捜査していた県警捜査２課と別府署は、県連会長ら幹部６人を

逮捕して調べていたが・・・新たにわかったものを加えると、６４件、３億３

０５０万円の巨額に達した。・・・被疑者たちはいずれも豪邸を建てたり、高

級外車を乗り回して豪勢な生活ぶり。捜査員たちはその乱脈さにあきれている。

彼らの手口は、①中小企業を経営していないのに経営しているようにウソの書

類を作る。②他人の名義を借りて何件もの融資を受ける③この二つの方法を同

時に併用する・・・というもの。」と、報道されている。 

    

今後の取り組みについては、 

 全国的な問題なので、国・県とも、また弁護士とも協議し、事務組合を作っ

て解決へ努力するなども必要だと思う。 

 

年に１回、全国のこの事業をおこなっている自治体を対象に「住宅新築資金貸

付事業償還事務担当者会議」が昭和62年から実施されており、徴収マニュアル

本も作成している。この「・・担当者会議」へ担当者を参加させ、全国の経験

を学ぶことも必要。 

福山市では、徴収担当職員数が４人、徴収マニュアルや時間外訪問徴収、休

日の訪問徴収を実施しています。また、「住宅資金貸付償還金滞納整理要綱」



も平成元年に作成しています。 

人権同和教育啓発課が中心になって取り組まないと解決しないのでは。 

 

 資金の償還状況、こげ付きの現状認識と解決を図るための市長の政治姿勢に

ついて、担当部署の問題も含め、市長答弁を求めます。３０年来の懸案であり、

解決に向け他市に学んで努力しなければならないという市長の決意が大事だと

思う。今後の方針について市長答弁を。 

 

【市長答弁】 

本田ゆきおさんの名前が出たが、本田さんは大変誠実で一生懸命だった。この

問題は全国的なものであることから、償還推進に対し国・県の指導はもとより、

県か市町村との連携も深め、また、個別に顧問弁護士とも対応策について協議

していきたい。 

 

 

②団体補助金などは廃止すべき 
 

【質問１】 

１９６９年（昭和44年）の同和対策事業特別措置法の施行以来、33年間にわ

たって３つの特別措置法に基づき実施してきた同和地区・同和関係者を対象と

する特別対策。地対財特法が失効する02年３月31日をもって、国はすべての同

和対策事業の終結宣言をおこなった。 

・別府市では何年から何年間にわたり、２つの運動団体に総額いくらの補

助金を出してきたのか？ 

 

【答弁１】 

平成１２年施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨

にそって、地対財特法（地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律）の失効後も、人権同和問題の解消に向けた運動団体への側面的支

援として、別府市補助金交付規則により交付している。 

その額については、大分県下の他市の補助金交付状況を勘案し、運動団体と

も協議しておりますが、今後とも粘り強く協議を行なっていきたい。 

 

また、交付した金額は、S５１年度から平成１９年度までの３２年間で総額３

億３４１４万６９６０円です。 



その内訳は、部落解放同盟に１億６５１５万５９６０円、全日本同和会に１

億６８９９万１０００円となっている。 

 

【質問２】 

  

・ さきほど、新聞記事を紹介したが、このような運動団体に、今年度分も

含めると３３年間で１億７０００万を超える補助金を出してきた。２つ

の運動団体の３３年間の補助金合計は、３億４０００万近い額になる。

このようなことは、市民の理解が得られるものではない。 

・１９年度の全日本同和会の会費は２５万２０００円。これに対し、市から

の補助金は２８０万円。ちなみに子ども会連合会への補助金は１８万円だ。

このようなことはおかしい。 

・ 今年度も各運動団体に２７７万２０００円の補助金となっているが、今

後も、このようなことを続けていくのか。全国的にも補助金に頼らない

運動が行なわれている。そういう方向に切り換えていくべき。早急に、

廃止するようにしてもらいたい。 

  

雑誌の公費購入はやめるべき 

 

 雑誌の公費購入を長年にわたり続けていると思うが、公費での購入はおかし

い。早急にやめるべき。 

 現状として雑誌の公費購入の部数と金額はどうなっているか。 

 今後の方針についても答弁を求めます。 

 

【答弁２】 

H２０年度の雑誌購入については、部落解放の月刊誌４５冊分で３５万１０００

円、臨時号４５冊分で１８万９０００円、合計５４万円を計上している。 

 

【質問３】 

同和問題だけでなく、障害者差別や女性差別、思想差別など他の人権問題で

は、毎年４５冊、５４万というような多額の工費購入はしていないでしょ。こ

のような不公正な行政は改めるべきであり、公費購入はやめるべき。 

団体補助金の廃止の件も含め、部長どうですか？ 

 



【部長答弁】 

同和問題は基本的人権にかかわる重要な社会問題で、解決に向けた取り組み

は行政の責務であると考えている。特別対策終了後もS４０年の同和対策審議会

の意見具申の趣旨をふまえ同和行政を推進してきた。（中略）同和問題に対す

る理解と認識は不十分であり、今後も同和問題解決のため必要な事業を実施す

るとともに団体補助金、雑誌購入の見直しの協議を行ない、人権が尊重される

豊かなまちづくりを推進していきます。 

 

【質問４】 

各担当課は大変苦労してきていると思います。住宅貸付け以外にも問題があ

るので、今後、このことも明らかにしていきたいし、私もさらに勉強していき

たい。 

 


